
平成２５年２月１２日（火） 午後２時００分

富士宮市役所 ２階 市議会全員協議会室
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議 案 審 議

議第１号 富士宮市都市計画マスタープランの改定について

議第２号 市街化調整区域における地区計画適用の基本的な方針の改定について

議第３号 富士宮市景観計画の変更について

１ 審議に出席した委員（１２人）

水 口 俊 典 委員 菅 原 由美子 委員

竹 内 文 則 委員 寺 田 尚 稔 委員

遠 藤 誠 一 委員 河 原 崎 信 幸 委員

小 室 忠 雄 委員 佐 野 和 彦 委員

稲 葉 晃 司 委員 諏 訪 部 孝 敏 委員

佐 野 源 彦 委員 内 田 賢 委員

力 元 東 委員 佐 野 ますゑ 委員

森 本 俊 典 委員

【代理】長 倉 隆 一

２ 審議に欠席した委員（１人）

清 功 委員

３ 説明のための出席者

【議案審議】

都市整備部長、都市整備部技監

[都市計画課] 課 長 計画係長 計画係主任主査 計画係主査

[都市整備課] 課 長

[土地対策課] 課 長

[環境森林課] 課 長
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【司 会】事務局（都市計画課計画係長）

定刻となりましたので、ただいまから平成２４年度第２回富士宮市都市計画審議会を

開会させていただきます。

委員の皆様におかれましては、ご多忙の中、ご出席いただきまして誠にありがとうご

ざいます。

本日の進行を務めます都市計画課 計画係長の滝川と申します。よろしくお願いいた

します。

初めに委員の変更がありましたのでご報告させていただきます。ふじのみや女性の会

の会長が代わられた関係で、竹川滋子様から佐野ますゑ様に変更となりましたので、よ

ろしくお願いします。

会議に先立ちまして市長から皆様にご挨拶をさせていただきます。

市 長

本日は、お忙しいところ、平成２４年度第２回富士宮市都市計画審議会にご出席いた

だきまして誠にありがとうございます。

また、委員の皆様方におかれましては、日頃より市政全般に亘りまして多大なご協力

を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、皆様もご存知のとおり、本年は、富士山の世界文化遺産登録の可否が決定する

重要な年であります。これを契機に白糸の滝や浅間大社などの構成資産をはじめとする

地域の資源や、魅力を最大限に活用・発揮しながら、富士宮市が歴史的にも大きく飛躍

する節目の年にしていきたいと考えております。

現在、白糸の滝では、世界遺産の構成資産に恥じない姿に衣替えすべく、滝つぼにあ

った売店の移転を含め、歴史的な周辺の整備事業を進めております。工事の方は着々と

進んでおりまして、本年１２月までには、生まれ変わった白糸の滝を来訪者の皆さまに

ご鑑賞いただくことができる見込みでございます。今後、白糸の滝をはじめとする構成

資産や観光地に多くの方が訪れ、魅力を感じていただき、そして、何度も当市を訪れて

みたくなるような体制づくりに市を挙げて取り組んでいるところでございます。

さて、本日、ご審議、諮問させていただく内容は、前回の審議会に引き続きまして、

当市の将来都市像やまちづくりの方針を示す｢都市計画マスタープラン」及び、関連す

る｢市街化調整区域における地区計画適用の基本的な方針｣、それぞれの改定について。

そして、大規模な太陽光発電設備及び風力発電設備等に関する｢富士宮市景観計画の変

更｣について、でございます。

いずれの案件も、富士山とともに歩む当市にとりまして、極めて重要な計画であると

考えております。

委員の皆様におかれましては、専門的な見地から、また、富士宮市民の視点から積極

的なご意見を賜りたく存じます。

最後に、今後とも市政発展のために変わらぬご協力をお願い申し上げまして、簡単で

はございますがご挨拶とさせていただきます。
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【司 会】事務局（都市計画課計画係長）

ありがとうございました。

ここで市長は他の公務のため退席いたします。

本日の審議に際しましては、事務局として関係課長並びに関係コンサル等を同席させ

ていただいておりますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。

それでは、会議に入ります前に、お手元に配布させていただきました資料の確認をお

願いいたします。

配布資料は、１月２８日付けで送付させていただきました資料といたしまして、本日

ご審議いただきます｢議第１号から３号までの各改定・変更案を含む案出議案書｣、｢資

料１ 前回審議会以降の修正点の概要｣、

また、本日配布させていただきました資料として、｢本日の次第｣、｢委員名簿｣、｢

席次表｣、以上５点となっております。

不足しているもの及び不備があるものがございましたらお知らせください。

・・・・・資 料 確 認・・・・・

よろしいでしょうか。

次に、本日欠席の員、代理出席の委員についてご報告させていただきます。清委員に

つきましては、本日所用により欠席のご連絡をいただいております。

次に代理出席の委員についてご報告させていただきます。森本委員の代理といたしま

して、富士宮警察署交通課長の長倉様にご出席をいただいております。

それでは、お手元の次第によりただいまから審議をお願いいたします。

以降の議事進行を、富士宮市都市計画審議会運営要領第５条の規定によりまして、水

口会長にお願いいたします。

水口会長よろしくお願いいたします。

水口会長

前回の都市計画審議会は、９月に行われましたが、先程、市長のご挨拶でも触れられ

ていましたが、前回も含め、この数回の審議会でいろいろと議論をしてきた事を今日は、

取りまとめるということで、そういう意味ではこれまでの議論があって、一部素案にも

取り込まれていますので、その上の立った議論という形になると思いますが、とにかく

答申という形でまとめます。３件のうち始めの２件は、密接に関連もありますが、円滑

な議事の進行について、ご協力の程どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、審議に入ります前に、今日の会議の成立ですが、本日の出席が１６人中、

１５名ということで、過半数に達しておりますので、本日の会議は成立いたします。

次に本会議の公開についてですが、特段の事情がある場合を除いて原則公開としてお

ります。今日も特段の事情はないと思いますので、公開としたいと思いますが異議ござ

いませんか。
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・・・・・「異議なし」の声・・・・・

今日、傍聴人がいらっしゃれば入れてください。

・・・・・傍聴人入場（なし）・・・・・

よろしいですか。今日の議事録の署名人を佐野ますゑ委員にお願いします。

それでは、議案に入りますが、先程ご紹介があったように３号まで３つあります。

その順番に行いますが、第１号の都市計画マスタープラン、第２号の市街化調整区域

の地区計画の活用方針ですが、この２点は密接に関係しており、都市計画マスタープ

ランの付属版としての第２号議案という形になっております。説明の方は、一体で引

き続いてやっていただいて、議論も一緒にして、最後の答申を決める時には、それぞ

れ別件の諮問になっておりますので、それぞれ１号、２号の順番で行っていき、その

後で、３号議案に入りたいと思います。

それでは、第１号と第２号の議案及び資料を一括して事務局より説明をお願いいた

します。

事務局（都市計画課長）

都市計画課長の惟村です。

委員の皆様におかれましては、お忙しいところご出席いただきまして誠にありがとう

ございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、「富士宮市都市計画マスタープラン｣及び｢市街化調整区域における地区計

画適用の基本的な方針｣の改定について、一括して説明いたします。私の方から概要及

び諮問理由を説明し、詳細については担当職員から説明いたします。座って失礼いたし

ます。

都市計画マスタープランに関しましては、作業の進捗に応じて、本審議会へご提示し、

昨年度から数えますと本日も含め４回目の審議となります。これまでの作業と審議の状

況を振り返りますと、平成２３年度第１回審議会では、改定の考え方や作業スケジュー

ル及びアンケート結果について。同年度第２回審議会では、序論及び第１編の全体構想

と芝川地域別構想の部分について。本年度第１回審議会では、全体を通した概ねの素案

という形で、それぞれお示しし、ご審議をいただきました。

本日は、最終的な諮問ということで、改めてご審議いただく訳でございますが、｢都

市計画マスタープラン｣及び｢市街化調整区域における地区計画適用の基本的な方針｣そ

れぞれの改定案につきましては、前回の審議会までに全体を通した素案をご提示してお

りましたので、本日、議第１号と議第２号資料としてご提示しているものと大きくは変

わってはございません。ただし、前回の審議会でいただいたご意見の反映も含めて、若

干の修正を加えておりますので、その点については、後ほど担当職員から説明させてい

ただきます。
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それでは、議第１号と議第２号の諮問理由を朗読いたします。

提出議案書の３ページをご覧ください。

議第１号、諮問理由。

平成２２年３月の芝川町（以下、「芝川地域」という。）との合併による対象区域の拡

大を受け、芝川地域を加えた新市の将来都市像とまちづくりの方針を示すため、富士宮

市都市計画マスタープラン（以下、「マスタープラン」という。）の改定が必要になりま

した。

マスタープランの改定にあたっては、社会情勢の変化への対応を図りながら、合併後

の本市の均衡ある発展を目指す指針である第４次富士宮市総合計画後期基本計画のほ

か、岳南広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針などの上位計画に即するととも

に、関連する個別の分野別計画との整合などについて、策定委員会を中心に検討を重ね

てまいりました。また、新たに盛り込まれる芝川地域別構想の策定にあたっては、芝川

地域におけるアンケート調査や地域まちづくり協議会、地域懇談会を行い、地域住民の

意見を反映しながら進めてまいりました。加えて、マスタープラン（改定案）に対する

パブリックコメントも実施してまいりました。

これらの作業を経て、このたび最終的な改定案をまとめましたので諮問いたします。

続きまして、提出議案書の４ページをご覧ください。

議第２号、諮問理由。

富士宮市都市計画マスタープラン（以下、「マスタープラン」という。）の別冊に位置

付ける市街化調整区域における地区計画適用の基本的な方針は、市街化調整区域におけ

る活力ある良好な集落環境を目指して、地区計画制度の有効活用を図るべく平成１６年

３月に定めたもので、マスタープラン同様、芝川地域を加えた方針とするため、改定が

必要になりました。

マスタープランとあわせて作業を進め、このたび最終的な改定案をまとめましたので

諮問いたします。

次に、詳細について、担当職員から説明いたします。

事務局（都市計画課主任主査）

都市計画課の高橋と申します。

それでは、前回審議会以降の修正点の概要を資料１にまとめておりますので、その内

容について説明させていただきます。座って失礼いたします。

資料１をご覧ください。

議第１号の都市計画マスタープラン（改定案）については、①、前回の審議会でいた

だいたご意見を反映いたしました。

竹内委員から３点のご意見をいただきました。

一つ目は、｢３・１１以降エネルギー事情が変化し、新しい都市づくりの方向性にお

いてスマートグリッドへの対応や、社会構築を目指していくことが必要であると考え

る。｣とのご意見に対しては、議第１号資料１７ページをご覧ください。（２）環境負荷

の少ない循環型の都市づくりについて、省エネルギーの取組により、の後の部分に 将
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来のスマートグリッド社会への対応も視野に入れながら、と記述を加えました。

２つ目は、｢今後、産業面における規制緩和が進む中で、富士宮市では農業関連が６

次産業化する方向性が必然であると考える。従来型の産業構造だけではなく６次産業的

な部分への対応についても、社会情勢の変化とともに書き込んでおく必要があると考え

る。｣とのご意見に対しては、同じく１７ページの（５）各産業がバランスよく発展で

きる都市づくりについて、地産地消の推進、の後の部分に更には豊かな食資源を生かし

た農林水産業の６次産業化 と記述を加えました。

３つ目は、｢都市づくりにおいて観光戦略として、アジアの人たちを呼び込んでいく

こと。アジアとの関連の中での新しい観光ネットワークという部分を都市計画の中で

も一つの要素として捉え、記述が必要であると考える。｣とのご意見に対しては、１８

ページの（７）広域的な交流・連携を促進する都市づくりについて、産業振興や、の

後の部分に 国内外に広く目を向けた観光振興、国際的な観光ネットワークの形成

と記述を加えました。

次に、菅原委員からいただきましたご意見ですが、｢子どものまちづくりへの関わり

について、市民参加の一員としてもさることながら、まちづくりに対する子どもの関心

を高めるための啓蒙策（教育、伝達）等についても触れて欲しい。子どもの場合、大人

と同じく一律に市民参加とはいかず、まず内容をきちんと伝え、その上でまちづくりに

対して関心を持ってもらうことが必要だと思うため。｣とのご意見に対しては、１４３

ページの１）中央の枠の中、まちづくり学習の場の提供・充実について、まちづくり学

習の場を提供します。の後の部分に また、子どものうちから、まちづくりへの関心、

興味が持てるよう、富士山学習や高校生議会などを通じた学習の場の充実を図ります。

との記述を加えました。

次に②、市長出張座談会に関する市長と市民の懇談における合意事項 ということで、

２８ページ将来都市構想図をご覧ください。

茶色の点線の丸で記した｢地域生活拠点エリア｣について、地域の拠点性向上に生かす

ことができる施設資源や、地域の持つポテンシャルのほか、拠点に必要な要素などを勘

案し、地区計画制度の活用も視野に入れ、鉄道駅周辺への｢地域生活拠点エリア｣の設定

として、下稲子地域と沼久保地域を加えました。

次に③、最新諸データを反映しました。

１２ページをご覧ください。地目区別等の土地利用の各数値について、概ね５年毎に

都市計画区域毎に行われる都市計画基礎調査の最新の成果が出たため、更新しました。

１３ページをご覧ください。最下段の都市計画道路の整備率の表の中の数値を本年３

月の見込み数値で記入しました。

２２ページをご覧ください。将来人口設定の ２）区域区分別人口について、こちら

も最新の都市計画基礎調査の成果に基づいて再計算しました。最下段の平成２７年、３

２年の将来設定値についても同様です。

次に④、巻末に参考資料を追加しました。１４７ページから１７０ページをご覧くだ

さい。当初策定時及び今回改定時の経緯、用語説明などを整理し、記述しています。

議第２号の地区計画適用の基本的な方針（改定案）については、①、前回の審議会で
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いただいたご意見を反映いたしました。

力元委員から、｢地区計画を立案する段階と農振法や農林担当部局との調整の関係に

ついて確認したい。｣とのご意見に対しては、４４ページをご覧ください。第１段階（２）

地区計画適用の可能性判断 行政② 都市計画運用指針や県の活用指針に基づき地区

計画の区域に含まれるべきではない区域を整理し記述しました。また、４８ページをご

覧ください。第３段階（２） ①農林担当部局 第３段階での調整内容として農地転用

手続きや営農環境への配慮について整理し記述しました。

次に②、マスタープランと連動した｢集落拠点地域｣の追加設定ということで、２３ペ

ージをご覧ください。４ １）既存公共施設の配置等の要件に鉄道駅を加えるとともに、

２６ページほかになりますが、下稲子地域と沼久保地域の２地区の記述を加えておりま

す。

前回審議会以降の修正点の概要の説明は以上です。

なお、それぞれの（改定案）を去る１１月１９日から１２月１８日までパブリックコ

メントによる意見の募集を行いましたが、ご意見の提出はありませんでした。

以上で、議第１号及び議第２号の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願い

いたします。

水口会長

はい。ご苦労様でした。今、前回、あるいはそれ以前からの議論のつながりで、今こ

こにいらっしゃる委員の方は、その頃からの委員でしたのでそれを踏まえ、その後、い

ろいろなこの場、市民、いろいろな意見に応じて修正を加えたところに絞った説明をさ

れました。従って、修正の無かったところに関しては、これまで説明、議論済みという

ことですが、その辺も含め、今日で答申に入りますので、更にご質問があれば、あるい

は答申をするにあたって意見を付するという手法もありますので、そこに盛り込むべき

意見やこれまで発言されたものの再確認があってもいいかと思います。既にその意見に

基づいて反映されたものもある訳ですが、そうでないものに関しては、今後の課題とし

ての意見を付けることもあるかと思います。

それでは、ご意見、質問等を求めます。

佐野（源）委員

芝川地域が合併後、マスタープランに追加される本審議会での議論については、私も

就任後、４回目の出席になります。

今回のマスタープランについて、平成３２年までの７年先の長期に向けたプランです

が、まず、本当に地域にマッチしたマスタープランになっているのかということが重要

になってくると思います。特に芝川地域においては、どこの地域もそうですが、少子高

齢化という部分で、高齢化の進捗率が高くなっています。地域の状況を見ると、ここに

農林事務所長さんもいらっしゃいますが、柚野地域は、県内でも美しい品格のある邑と

して位置づけられており、非常に環境は良い所です。しかし、人口が減少している部分

を考えると、都市計画法の上で市街化調整区域となっていることなど、芝川地域におい
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ては、厳しい状況があります。したがって、これからは、地域に合わせたプランが大事

であるのではないかと感じています。

そこで、大胆な発想ですが、飛び地といったことを生かすことが出来ないのかという

提案です。もう一つは、北部地域、例えば上野、北山、白糸等の旧村部でも、かなり少

子高齢化が進行しております。現在、コンパクトシティが叫ばれておりますが、何かま

ちづくりの中心が市街地にあるように思えてしまう中で、市街地と既存集落をどのよう

に繋げていくかが、課題になってくると感じています。また、芝川地域などの農村部に

は、非常に良い部分もあり、それをどう生かすかが求められ、それには、人や集落を守

らなければならないと思います。

道路網についても、南麓道路や岳南北部幹線などのインフラ整備等がこのプランにど

のように謳われているのかを含めて伺いたいと思います。

事務局（都市計画課長）

まず、人口減少ということですが、農村部だけでの問題ではなく都市部でも人口が減

少しているということで、日本全体で少子高齢化が進んでいます。人口減少時代を迎え

たことで、これを喰い止めるような政策が必要ではないかと思っております。

先程、調整区域の方が厳しいというお話しで、飛地の市街化区域のことかなあと思い

ましたが、そういった部分も考慮しまして、今回、地区計画制度が適用できる地域を増

やしおります。もともと富士宮市にありました既存の旧村集落等については、地区計画

を適用できる制度を設けております。

今回、芝川地区を新たに加えるあたり、３回の地域まちづくり協議会と各地区におい

ては、懇談会を行い様々なご意見をいただきました。その他にアンケート調査も行いま

した。いろいろなご意見の中で、特に多かったものが「道路網の整備が非常に遅れてい

るので整備をしていただきたい」と、それから、昨年度、台風の災害があったというこ

とで「災害に強い道路網、インフラ整備をしていただけないか」という強い要望があり

ました。それらを含め、まちづくりの目標として１３７ページから１３９ページまでの

中で触れ、そういった事が出来るようなまちづくりにしていきたいと記述させていただ

いております。

都市部と農村部をどのように繋いでいくかにつきましては、１３９ページに記述して

ございますが、「芝川バス、宮タクの利便性の向上を図るために利用促進を行い公共交

通の確保に努めていきます。」と加えさせていただいております。

具体的な政策は、世界文化遺産の関係で新たな道路網をどうするのかという交通手段

の問題がございます、それらを含めまして個別に考えて行きたいと思っております。そ

れから４６９号線と南麓道路につても１３９ページ辺りに記述させていただいており

ますので、よろしくお願いいたします。

水口会長

今の件は、よろしいでしょうか。

今、課長からも話しがあったように人口減少は全国的な問題で、市街地でも農村部で
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もあります。そういう意味では、農業、その他の産業、生活環境、教育、文化を総合的

に対応する必要があります。この都市計画マスタープランの中で、そういう物を入れる

器をどうするのかが一つのポイントであります。そういう意味で言うと従来のように、

市街化区域と調整区域の２つの考え方というのは、明らかに時代からずれていると言わ

ざるを得ない訳で、市街化調整区域の中にも小さな市街地的な集落的なものをどう作っ

ていくかであります。しかし、ただそれを作っても空地や空家を生むだけで、活性化に

繋がるどころか全く逆効果になりますので、ちゃんと有効に使われることと、そのため

には、地域住民が意思を共有することが重要です。これも結局のところ、総合的なハー

ドとソフトを組み合わせた対応策で、そういうものを行政が支援していく必要がありま

す。今日の都市計画マスタープラン議第１号を受けた議第２号を一つの有効な手法とし

て使いこなしていくことが、今後に期待されていくのではないかと思います。

他にどうぞ。

河原崎委員

２６ページに都市連携軸（１）の①に「富士との」とありますが、参考資料の中にあ

りましたが、以前の都市計画マスタープランの中でも、「富士宮市の特性を」とか「富

士宮市の特徴を」と出きますが、富士山文化遺産の事も考えてということを考えると、

広域的で捉えていくことは、イメージとして出ていますが。例えば、連携の中に富士宮

のフードバレー構想にしろ、何にしろ、隣の富士との関連からすると、駿河湾から富士

山の頂上まで眺望できる中で産業育成や観光育成を捉えた時に都市連携軸で簡単に書

く程度の問題かなと思います。この辺のところを将来性のあるような、近々にもいろい

ろな企画が組めるような記述にならないかなと。特に、消防や電算も富士と連携する中

で都市計画も、もう少し富士との連携や統合性を取らないと富士宮が勝手な特色を出し、

富士が勝手な特色を出していくと岳南地区全体で捉えないと物足りないと感じました。

是非、この辺のところが細かく打ち出されていけば嬉しいなと感じました。

事務局（都市計画課長）

今、富士市と連携する中でとございましたが、冒頭の中で説明申し上げましたが、区

域マスタープランということで、岳南広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の

中で、富士市と一体のものを記述しておりまして、それらに即して富士宮市のマスター

プランを作るような形になります。

先程も申し上げましたが、具体的に交通の連携軸をどうしていくのかというところで、

区域マスタープランにはＤＭＶの記述もございます。また、新富士インターが出来て、

富士宮市と富士市を結ぶ広域幹線道路網として岳南北部幹線も重要になってくる訳で

すので、優先的に整備する道路とマスタープランの中でも位置付け、早期に事業化を目

指していきたいと考えております。

河原崎委員

少しピントがずれていると思いますが、別にアクセスの事を言っている訳ではなく、
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産業・観光全てにおいて単に連携に留まるのではなく、その辺のところで見通したよう

なものが出来ませんかという話をさせてもらった訳で、道路の問題とは、少し違います

が。

水口会長

はい、どうぞ。

事務局（都市計画課主任主査）

都市計画マスタープランとか、県が広域的に都市計画区域毎に定めております、先程、

課長も言われました「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、その性格上、土

地利用や都市施設の整備を厚く記述しているものですから、産業などといった分野は、

県の総合的な総合計画など、別の計画の中で書き込むべき部分もあるのかなと認識して

おります。

水口会長

今の件は、産業とか観光が、最上位の市の総合計画があらゆる分野を総合してあり、

都市計画は、それとの分担でいうと、そういうものの結果、土地に落ちてくる具体的な

活動の場を作り直し、維持するということで、地図に落とすと富士宮市地域と富士市地

域は別れており、なかなか重なる部分が無いのですが。ただ、具体的に作っていく時に

協力してやっていくとか、作った効果を高めていくとか、今後のテーマとしては大きい

と思います。

他にどうぞ。

菅原委員

質問ですが。

今、富士山を世界遺産という形で積極的に動いていると思いますが。まだ、決定して

いないので、この計画には、盛り込みにくいですよね。もし、世界遺産に登録されると、

結構、影響を受ける内容の物が多いと思うのですが、その辺に対する変更等が必要にな

ってくるのでしょうか。最終決定は、今年の９月ぐらいですよね。その時に世界遺産に

登録された場合に、それに関して、重点的にやらないといけないなどの可能性が出てく

るのでしょうか。

事務局（都市計画課長）

今のご質問でございますが、世界文化遺産の登録になった時には、変更しなければな

らないことがあれば変更していきますが、その前に総合計画を大きく変更していかなけ

ればならないということがございます。それらも見た中でマスタープランにも反映して

いく形になります。

次期、総合計画が平成２８年度からとなります。世界文化遺産登録になった場合には、

その辺を含めた計画になると思いますので、それに即した形で都市計画マスタープラン
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の変更を考えております。

水口会長

来年度、世界文化遺産の決着がつくかもしれない。ただ、そういうことを想定してい

るということは、ある意味書きにくいこともありますが、全く触れられてない訳ではな

く、書き方はあると思います。同時に、その後のどういう対策がいるのかについては、

既に準備されている訳で、それを入れるのは、都市計画マスタープランその他の政策方

針に書き込んでいく必要は当然あると思います。ただ、マスタープランというのは、マ

スタープランに先に掲げて、後から具体事業がついてくる場合もあれば、具体事業の積

み重ねを取りまとめて全体の整合を取り、更に持続していく、あるいは充実させていく

方針。個別事業が先でというのは、両方、前後関係がありますので、今の問題の場合に

は、一部が既に取り組みが始まっていると思います。その後に総合計画はもちろん、都

市計画マスタープランでも対応がいるということは、必要な個別対策を打ってから後で

直す方法もあると思いますが、その辺をどう考えていますか。場合によっては、答申の

中の付帯意見に今後の宿題や課題を何点か挙げようと思っていますので、そこに入れて

もいいかなと思っていますが。

事務局（都市計画課長）

そんな形で考えていただければ結構です。よろしくお願いいたします。

水口会長

菅原さん、何か具体例は、ありますか。

例えば、こういう対応がいるんじゃないかとか。

菅原委員

具体的になる、ならないのではないですが。

山梨県も同じ富士山を抱えているということで、山梨県と一緒になって動いています

よね。せっかくできた関係を世界遺産にならなくても、今までかけた労力を今後に生か

してやっていくところに、世界遺産運動の本当の価値があるのではないかと思います。

交流も静岡県内に留めるのではなく、世界遺産をきっかけに他県との交流をしつつある

中、それを生かしていくとかの含みを世界遺産に関しては、入れておいた方がいいのか

なと思います。

事務局（都市計画課主任主査）

１８ページの（７）のところですが、「広域的な交流・連携を促進する都市づくり」

というところで、世界文化遺産登録を控えて取り組みをしている中で、県内に留まらず

山梨県も含めた富士山を取り巻く関連市町が連携してやっていく記述も意識して書い

ております。

もう少し他の表現でということであれば、先程、お話がありました答申の中でいただ
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ければと思います。

水口会長

前回の竹内委員のご指摘で国際的な観光ネットワークというキーワードが入ったん

ですが、ここに世界文化遺産登録を図るためというような言い方で、さらっと触れてい

てキーワードとしては、菅原委員のご指摘のこともある程度入っていると思いますが、

菅原委員のおっしゃることは、広域連携にしても具体的なものに繋がる策が検討を要す

るだろうと思います。

どうでしょうか菅原委員。これでは、だめなのかというご指摘ですが。

菅原委員

これは、観光客という交流人口という形かなあと。もっと行政的にいろいろなことを

連携して、いろいろな策を講じていくという行政側の方のネットワークを想定したので

すが。これでいくと、観光客が動くという交流のイメージが強いかなと。

水口会長

ここは、必ずしも観光客に絞っている訳ではなくて、まちづくり課題全般をいろいろ

な側面から言っていると思います。一番の課題の総括みたいなところなので、総括的、

抽象的にしか書いてないということで、これで、やっていけるのかということはあると

思いますが。

はい、どうぞ。

事務局（都市整備部長）

世界遺産に絡めて広域的なことも含めて、先程、広域的なご質問もありましたので、

最近の話しですが。

菅原先生からお話がありましたが、富士山が世界遺産の登録になることだけが目的と

は、私どもは考えておりません。それを一つの手法として使い、山梨県側とも静岡県側

とも富士宮市以外の市町とも連携、ネットワークを強めていき、富士山という一つのタ

ーゲットのもとに、例えば、不法投棄、ゴミを減らすとか富士山を取り巻く防災の話し

とか、観光や景観のネットワークを強めていきたいということで、山梨県側とも連携を

始めたり、静岡県では富士山を関係するネットワーク会議も設けています。様々な面で

防災も観光も経済も含めて行政的取り組みを行っております。そして、行動計画を作る

取り組みも行っております。こうした行政的、行動計画的なことを行っている中で、先

取りして都市計画マスタープランにどこまで書き込めるのかがありますので、さらっと

した大見出し的なもので書かせていただいております。

もう一つは、河原崎委員からもお話がありました都市計画は、岳南広域都市計画であ

りまして昭和４０年代から富士と富士宮が一体の都市計画を行っております。道路網も

土地利用も全体の４０万都市圏の計画があって、その内の富士宮市の都市計画を語って

いるとご理解いただきたいと思っております。先程、申しましたように都市計画は、広
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域的なベースで行っています。それ以外にも様々な分野の行政計画があり、産業も観光

も富士山など取り組んでいるとご理解いただきたいと思います。

水口会長

昨日か一昨日の日経新聞に出ていましたが、火山の問題で日本中の危険性のより高い

火山について行動計画までを含めたものを順に作っていくということで、その代表が富

士山で、防災を含めて世界文化遺産に指定されれば、なおさら、そういうものが国際的

にも問われてきて、具体的な計画と行動が問われてくると思います。そういう意味では、

予見されたことですから、都市計画審議会の答申の中に、少しそれを後押しというか個

別具体的な対応策に向けて取り組んでいくよと入れてもいいかと思います。一例ぐらい

あると、その提言がよりメリハリがきいてくると思うんですが、それを包括的に言って

もいいかと思います。

他にどうぞ。

竹内委員

今の件ですが、１５ページから１７ページのところで個別に謳っているんですが、私

も昨年の段階で世界文化遺産がどういう形になるか、まだ、不透明なところで原文を作

ったのはわかりますが、この局面まできたとすると、ヘッドライン項目に今、おっしゃ

られた話しを世界文化遺産に向けてというキーワードの中で、不法投棄問題、防災、観

光を総合的にいろいろな形で大きなテーマとして、進めていく方向性というものを例え

ば、１５ページの最初のところにおり込むでもいいのかなあと。中身的には、３つの項

目ぐらいを少しトータル的に両県に亘って進めていくとことは、勇み足でも何でもない

かと思います。是非、ヘッドライン的な部分を１項目立てるべきでないかと。もう少し

早く申し上げれば良かったのですが、ここまで具体的になった今現在ならば、勇み足で

もなくており込むべきではないかなと思います。

水口会長

今のご指摘は、多分野に関わるご指摘で都市計画プランの場所としては、１５ページ

以降に１）の広域的な役割があって、都市計画の枠を超えた様々な分野のことをいう時

には、２）社会経済情勢の変化から１６ページ（６）辺りまで、１７ページ以降は、都

市計画マスタープランが責任を持って対象にする分野ですが、なかなか責任を持ってと

いう範囲がはっきりしている訳ではないので、７）みたいなのが入っている。そういう

ところでどこにもう少し書き加え込むかという判断と、それらは、今までの市民の意見

やパブリックコメントを経てきたので、本体を変えることがしんどいとすれば、答申の

中でしかるべき表現をしておくということが考えられます。いずれにせよ、その問題が

今後、具体的な問われ方がますます進んでいくことは確実なので、そうしたことも踏ま

えて、書いておいてもいいんじゃないかと思います。当面この場では、本体の私が指摘

したところを変えるか、答申の付する意見に入れるかは、私も少し検討してみたいので

預からせて欲しいと思います。
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ご意見ありますか。

稲葉委員

１５ページの中で前回と変わってきた事の中で気になることがあります。「フードバ

レー構想の推進による健康・食文化、食産業拠点整備」とあるのですが、機構改革でフ

ードバレー推進室がなくなる予定で、産業振興部の農政の方に移管されます。前市長が

フードバレー構想というものを掲げて食によるまちづくりを進めてきたんですが、市長

が代わり機構改革ということでフードバレー推進室がなくなり、食のまち推進室という

形になります。このまま表記でいいのかということも含めて、その辺りの考え方を教え

てください。

事務局（都市計画課長）

フードバレー推進室は、来年度から機構改革よってなくなる訳ですが、フードバレー

構想という考え方は、まだ総合計画の中でも生きているというようなことで、考え方は、

存続しておりますので、記述としては、こういう書き方で問題ないと考えおります。

稲葉委員

機構改革の中で、これらも解りきった中でフードバレー推進室をなくすということで

よろしいですね。市長も了解しているんですね。

事務局（都市計画課長）

所管部署の名前は、食のまち推進室になると思いますが、フードバレーの考え方は、

踏襲されていくと考えております。先程申し上げましたが、総合計画の中にフードバレ

ー構想が残っておりますので、こういう書き方として考え方を残していくということで

す。

水口会長

他にどうぞ。

議第２号の調整区域都市計画適用方針についてのご意見が、今日はあまり出ませんで

したが、前回までの議論、前回の議事録は、皆さんにお配りしていますか。

事務局（都市計画課主任主査）

お配りはしておりません。

ホームページの方に公開しております。

水口会長

私は、前回までの議事録を復習して、この場に臨んでおります。

これから答申をまとめていきます。

先程、話したように１号、２号と分けてやります。
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議第１号の都市計画マスタープランの改訂についての答申ですが、これまでの議論を

踏まえてトータルとしては、適切であるという答申を出して良いと思います。ただ、そ

こに意見を付して、今後の運用において、努力、注意、更に具体的に進めていくという

ことで、幾つかの意見があろうかと思います。第１号の資料の１５７ページに、前の都

市計画マスタープランを作った時の答申があります。そこには、部門別の具体的な課題

を３点載せてあります。こういう形で、今後の運用上の課題を言っておくこともあろう

かと思います。

１点目は、立派な計画は、新たな新市対象にしたところで出来たけど、問題は、それ

の今後の使い方で、市民周知とか実現に向けた努力をお願いしたい。これが１点目です。

２点目は、前回、私が話して皆さんにご意見を求めましたが、今回の審議会の委員、

市民、特に地域住民の意見を踏まえて、いろいろ取り入れて、今後の課題というものは

いろいろ入ったのですが、課題をどのように具体的な方針に実現していくのかという事

が残っています。そういう意味で言えば、計画の進行管理と言いますか、計画で書いた

目標がどう実現されたかを運用しながら把握していく必要がある。その点での努力は、

まだまだこれからだろうというところで、計画の進行管理に必要な目標達成状況につい

ての指標などを今後、加えて、マスタープランが本当に実効性があるのか、指針として

生きているのかというようなことを高めていく工夫が必要ではないかと思っておりま

す。これは、運用段階と次期改訂段階との両方があります。今回の議論でも防災、国際

交流、世界遺産対応などの課題が書かれましたが、課題意識がなければ政策が出てこな

く、課題止まりで終わっているところも結構あるということで、後の具体的な対応に期

待することが多いということ。今、話したことが２点目であります。

３点目は、先程、ご指摘された富士山文化遺産の決定ということを一つの外的な括り

として、多様な分野の広域的な交流をもっと具体的に進めていくような宿題があり、そ

れを都市計画マスタープランの本体で少し加えるか、それとも、答申の付帯意見の３番

として入れるか、３点ともやや抽象的な指摘のきらいはありますが。

これに関しては、事務局とも相談し、表現方法も含め、ご一任いただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

・・・・・「異議なし」の声・・・・・

ありがとうございます。

それでは、付帯意見を２つ、３つ付けるということで、全体としては、適切であると

したいと思います。

議第２号の調整区域地区計画適用基本方針については、今日は、あまりご意見が出ま

せんでした。

改めて、特にございませんか。

それでは、これもいろいろ議論をしました。これは、技術的なところもり、なかなか

議論がしにくい面もあるかもしれませんが、これは、議事録で確認していただきたいん

ですが、前回いろいろな意見が出ております。およそ４点あると思います。都市計画マ
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スタープランを補う付録編といいますか、調整区域の地区計画を今後、適用していく方

針としては、適切だと思います。不適切というご意見は無かったと思います。

今後の運用にあたっては、４点の内の１点目は、調整区域の地区計画を具体的な策定

事例を早く作ろうよ、ということです。先程、委員からもご指摘がありました調整区域

の人口減少、空き地を作ってもしょうがないですが、調整区域といえども役立つような

計画的な開発ができるように、別の色の調整区域、集落整備区域と言った方が分かりや

すいと思いますが、そういうものを育てていこうということ。一つ具体事例を作り、そ

の次に２つ目を作ることが必要だと思います。調整区域の地区計画の運用方針そのもの

は、先程の説明でもあったように前からあった訳ですが、使われないできた。今回は、

使いやすく変わってきたと思いますので、実際に使おうよということが１点目です。

２点目は、技術的分野になりますが地区計画というものは、具体的に整備手法があり

ます。基本方針の中に３種類あります。開発許可を伴う場合、区画整備事業として行う

場合、３つ目が個別的な地区施設、例えば、道路、公園緑地とかの整備を行っていくな

どがあります。現在の基本方針は、それぞれごとに書いてあいますが、実際に具体的な

一発目の事例になるのかわかりませんが、３つの手法が混在してくるだろうと。そうす

ると３つの基本方針の中では、整備手法に応じた整備プログラムを作るという手順を踏

んだ方式になっています。整備プログラムを３つの整備手法、あるいは、２つの整備手

法が混在する場合には、もう少し複雑になってきます。そのことについては、現実に混

在型の地区計画が出てくるので、それへの対応方針を詰めておく必要があるでしょう。

これも、具体的な策定事例への取り組みの中で考えて行けばいいと思います。これが２

点目です。

３点目は、地区施設の整備の分担の話です。これも前回に私が意見をさせてもらいま

したが、調整区域で地区計画の開発を認めていく場合に土地の無償提供というのは、一

般の細い区画道路、細い生活道路については基本になります。ですが、少し幅員の広い

道路や公園緑地みたいに一箇所や数カ所に集中するものについては、お互いの土地を出

し合うことが出来ないので、開発行為とあれば開発者負担ということもあるかと思いま

すが、一定の公共負担と考える必要があると思います。その辺のことも具体的な策定事

例の中で更に基本方針を充実させる必要があると思います。これが３点目です。

４点目、地元の合意形成が出発点になります。原則として集落の場合、関係権利者全

員の同意ということから出発します。具体的な地元のまちづくりを都市計画として決定

し、使っていき運用していくことが大事なことで妥当だと思います。例外があって集落

に居住していない場合や、富士宮は大都市圏程多くないと思いますが、かなりの人が外

に出て、連絡先も解らないということが全国であります。そういう困難について配慮を

要すると思います。

今、話したことで調整区域地区計画というのは、全国的に見ても策定事例経験が少な

いので行政側の工夫が必要で苦労されると思いますが、都市化が成熟してきた現在の日

本社会としては、非常に重要な都市計画手法の一つということで、それを使っていくこ

とが有効です。だからと言って、集落の活性化問題に蹴りがつくような生易しいもので

はなくて、それは都市計画側からの器の提供にしか過ぎない訳ですが、農政にも産業に
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も福祉にもあらゆる分野で一緒にならないと出来ない訳で。だけどその一角を担うこと

で、苦労はあると思いますが、取り組んでいただきたいという趣旨のことを４点加える

というのが前回までの審議会からの継続事項で、これらを加えて適切と認めるというこ

とが私の提案でございます。

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

・・・・・「異議なし」の声・・・・・

ありがとうございます。

引き続きまして議第３号ですが、富士宮市景観計画の変更について、再生可能発電施

設に関する非常に現代的、将来的な問題です。

これについて事務局からの説明をお願いします。

事務局（都市計画課長）

それでは、「富士宮市景観計画の変更について」説明いたします。

本件も私の方から概要及び諮問理由を説明し、詳細については担当職員から説明いた

します。座って失礼いたします。

前回９月１２日の本審議会では、大規模な太陽光発電設備及び風量発電設備の設置に

関して、当市が政策的な取扱い方針を打ち出したことを受けて、富士宮市景観計画及び

富士宮市富士山景観条例に基づく景観誘導を行うため、景観計画の変更や条例施行規則

の改正が必要になったことを報告するとともに、その概要や作業スケジュールについて

説明させていただきました。

富士山の世界文化遺産登録を控え、最も多くの構成資産を有する当市にとりまして、

世界遺産にふさわしい富士山の景観や、眺望を後世に引き継いでいくことについては、

重大な責務があるものと考えております。具体的な景観上の施策として、抑止地域以外

に設置する場合や、建築物の屋根、屋上に設置する太陽光発電設備及び風力発電設備等

について、景観上の影響を未然に防止する必要があり、今回の景観計画の変更は、法に

基づく指導を行うため、その取扱いを明確にするためのものであります。

それでは、諮問理由を朗読いたします。提出議案書の７ページをご覧ください。

議第３号、諮問理由。

国において、去る平成２４年７月１日から再生可能エネルギーの固定価格買い取り制

度が開始されたことに伴い、富士宮市においても太陽光発電設備の設置等について問合

せが相次いでいます。こうした状況の中、太陽光発電設備及び風力発電設備等について、

景観法に基づく景観誘導を行なうため、富士宮市景観計画の変更が必要になりました。

このたび、景観計画を変更するにあたり、景観法第９条第８項の規定において準用す

る同条第２項の規定より諮問いたします。

次に、詳細について、担当職員から説明いたします。

事務局（都市計画課主査）
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都市計画課の植松です。

それでは、変更案の詳細な内容について説明させていただきます。座って失礼いたし

ます。

議第３号資料「富士宮市景観計画（変更案）」をご用意ください。

この（変更案）は、景観法、富士宮市富士山景観条例等に基づき、本審議会のほか、

富士宮市景観審議会、庁内組織である景観連絡調整会議での報告及び意見聴取を経て作

成しております。

法に基づく景観の誘導を行うためには、景観計画の第５章「良好な景観の形成のため

の行為の制限に関する事項」に届出対象行為として位置づけ、景観形成基準を定める必

要があります。

お手元の資料は、現在の景観計画に太陽光発電設備、風力発電設備等の記述を追加し、

（変更案）としたものです。７１ページ以降をご覧ください。赤字フォントで示した部

分が、本件追加事項になります。

まず、太陽光発電設備ですが、建築物に該当するものと工作物に該当するものがあり

ます。景観法では、第７条に「建築物」の定義があり、「この法律において「建築物」

とは、建築基準法第２条第１号に規定する建築物をいう。」とされており、「工作物」の

定義は明示していません。従って、建築基準法の取り扱いにより、「建築物」と「建築

物以外」となる「工作物」に分類されますが、建築物であっても工作物であっても、「太

陽電池モジュールの合計面積が１，０００㎡を超えるもの」については、大規模なもの

として届出対象としております。

また、建築設備として建築物に該当するものについては、太陽光発電設備を設置しよ

うとする建築物自体が「延べ床１，０００㎡を超えるもの」又は「住居系又は市街化調

整区域で、高さが１０ｍを超えるもの」、「商業、工業系の用途地域で、高さが１５ｍを

超えるもの」についても届出対象としております。

次に、風力発電設備ですが、こちらは、建築基準法において、高さ１５ｍを超えるも

のについては、建築基準法及びこれに基づく命令の規定により規制される準用工作物に

該当し、基本的には工作物として扱われます。

風力発電設備については、他の工作物と景観上の影響を同等と考え、原則として現行

の届出基準である高さ１０ｍを超えるものを対象とし、資料の７２ページ目の最後、工

作物とは何かを列挙している記述の最後に、建築物以外の太陽光発電設備とともに加え

ております。

次に景観上の具体的な誘導基準となる景観形成基準についてです。資料の７３ページ

から８４－２のページまでをご覧ください。

太陽光発電設備及び風力発電設備それぞれについて、設置場所、設置方法、色彩等に

ついての基準を追加し、景観上の配慮をするよう求めております。

次に、重点地区についてです。資料の８７ページから９３ページをご覧ください。

景観計画では、「中央・駅前地区」と「神田地区」の２地区を重点地区として指定し

ております。重点地区については、建築物及び工作物の新築、増築、外観の変更等につ

いて、従来から規模に係らず届出の対象とし、景観誘導を図ってきているため、太陽光
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発電設備及び風力発電設備の設置についても、その規模に係らず届出の対象となるよう

記述を追加しております。

両地区は、門前町風のまちなみをデザインの基本としており、屋根の形状や壁面の意

匠などの景観誘導を行ってきております。そこで、整備された瓦屋根などに太陽光発電

設備や風力発電設備が設置されることにより、その景観が損なわれることのないよう、

記述を追加したものです。

内容についての説明は以上です。

なお、この変更案を去る１２月１０日から１月９日までパブリックコメントによる意

見の募集を行いましたが、ご意見の提出はありませんでした。

今後の予定ですが、本審議会、富士宮市景観審議会への諮問・答申、条例施行規則改

正の手続きを経て、本年７月からの施行を目指しております。

以上で、「富士宮市景観計画の変更について」の説明を終わります。ご審議のほど、

よろしくお願いいたします。

水口会長

これから、ご意見・ご質問を伺いますが、始めに私の方から、１点は、諮問の理由に

もありましたが、太陽光発電の設備の設置等について問い合わせが相次いでいます。と

いう背景から、かなりスピーディーな対応と出てきましたが、それに関してお聞きしま

す。多くは、既存工場等、建築物としてあるものの上に太陽光発電設備を乗せることが

多いと思いますが、既存工場の規模にもよりますが太陽光発電モジュラーの面積が従来

の景観計画の建築物の延べ１，０００㎡が、景観に影響を及ぼすことの多い大規模建築

物を準用しておりますが、建物の上に乗せる太陽光発電モジュラーというのは、もし解

れば１，０００㎡位のところがけっこう多いのではないかと思います。地域にもよりま

すが、富士宮の場合は、そんなに大きな工場が無いかもしれませんが、これまでの問い

合わせの中で、太陽電池モジュールの規模の傾向について解りますでしょうかが１点で

す。それは、今回入れた建築物、専用の土地に直接する工作物も１，０００㎡としてあ

ります。一般の建築物と違って、この太陽光発電モジュラーは、光りますので建築物以

上に景観への影響が大きいと思いますが。ある程度カバー出来るのであれば問題は無い

ですが。

関連して２点目、前回の審議会での報告事項でしたが、指導要項は別途置いており、

抑止地域を定めているとありました。抑止地域においては太陽光発電設備等の問い合わ

せがあってもご遠慮いただくという指導要項ですが、結構あるのですかというのが２点

目です。担当が企画課と聞いたのですが、後に出てくる今後の課題に関係してくるので

事実を確認したい訳です。

もう１点、あまリ無いと思いますが、大規模な専用の発電設備が設置されますと送電

設備の増強まで必要になると思います。東京電力と発電設置者との関係になってきます

が、送電設備の増強までいくような事例が、これまでに無いですかというのが３点です。

今、お答えがいただけるのであれば、お願いいたします。
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事務局（都市計画課長）

まず始めに、先程、私が説明した中で問い合わせ件数が８７件来ております。

その中で、抑止区域外のものが３１件、抑止地域のものが４９件、その他が７件でご

ざいます。現在、景観の届出対象が３件ございます。その内２件が既に届出が出ており、

共に南陵工業団地内の工場の屋根に設置するものと思います。もう１件は、協議中であ

りますが、黒田の駅南地区ですが工場の屋根に乗せたいというものでございます。大き

さについては、後ほど答えさせていただきます。

送電線については、太陽光の問い合わせの際に東電・中電に相談してくださいと説明

しております。メガソーラーみたいに大規模なものになりますと送電設備が必要になる

か思いますが、今のところまだ事例がありません。

事務局（都市計画課計画係長）

大きさの問題ですが、手元の資料ですと抑止地域のものしか持っておりませんので、

抑止地域の件数、比率で見ていただきたいと思います。モジュールの１，０００㎡以下

のものが１７件程あり、１，０００㎡を超えるものが３２件の相談があります。

水口会長

今のは抑止地域に関して、モジュールの総面積がという意味ですよね。

事務局（都市計画課計画係長）

先程、件数でお話ししましたが１，０００㎡以下が１７件、１，０００㎡を超えるも

のが３２件という中で、具体的に大きさを把握しているものが、２，０００坪、３，３

００坪、９００坪ものです。㎡になりますと６，０００㎡位のものでまちまちとなりま

す。それ以下ついても、小規模なものから１，０００㎡近くのものまでありますので、

施主さんの考え方で、それぞれまちまちなっていることが現状です。

水口会長

今、確認していくべきことは、どこかで線を引く必要はありますが、１，０００㎡で

線を引くということについてです。当面は、それでいいと思いますが、１，０００㎡の

根拠は、ほとんどない訳です。建築物とは違いますが、同じ数字を使うということは、

当面の運用としては妥当と思いますが、ちょっと実態を観察する必要はあると思います。

抑止地域外になりますが、特に既存工場の屋根など、一般的に１，０００㎡近くに相当

出てくる可能性があるので、今後、要観察となります。

私の質問は、以上です。

他に何かご意見・ご質問ありますか。

では、もう１点質問いたします。

今日は、景観計画の変更案で数ページ以降は、景観形成基準、その前に協議事項等も

あります。説明にあった景観条例の施行規則の改正、これは行政マターと合わさってや

る訳ですが、景観条例の施行規則と今日の景観計画第５章の内容変更案との関係が一部
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完全に重なりますが、少し補足的に説明していただけますか。法定条例計画も載せると

いうことで、景観計画も変え条例施行規則も同時に変えることになると思いますが。

事務局（都市計画課主査）

今回の改定について、条例は現行通りで改正等は、特に生じないことになります。施

行規則の方に届出対象となる工作物を列挙している部分があります。そちらの規則の部

分に太陽光発電設備と風力発電設備等を追加し、規模ついての記述を追加する程度の改

正となります。

水口会長

７１、７２ページの届出対象行為に太陽光、風力発電設備を入れれば、後の景観形成

基準の具体的で細かいところは、施行規則にも無かったんでしたっけ。

事務局（都市計画課主査）

基準については、規則や条例に記載しておりませんので、景観計画での中でのみの追

加となります。

水口会長

景観条例と施行規則の方は、枠組みを作って、具体的な特に重点地区とか地域毎の細

かなものが景観計画には詳細に書いてあり、そちらの方がより改定頻度も多く必要かと

思いますが。

何かご質問ありますか。

寺田委員

景観形成基準の具体的な審査内容ですけど。

先程、会長さんのお話しにもありましたが、モジュールは、かなり反射するのではな

いかと思います。基準の中で低反射と謳われていますが、一つには、現行のモジュール

で可能なのかと、それによって大幅な変更等を強いられて、基準を逃れるような適合し

ないような逃げを打たれるのではないかという心配が出てくるのではないかと、その辺

の対応と考え方をお聞きしたいのですが。

事務局（都市計画課主査）

現行のモジュールについて、可能なのか適合しているのかのご質問からですが、少し

前のモジュールですと結晶が目立ち、青みが強いものが主流だったかと思います。特に

産業用については、多結晶タイプのモジュールが多く適合しないんじゃないかという恐

れがありましたが、最近、出回っているものについては、ブラック仕様であったり、従

来の産業用で多く使われるタイプのパネルであっても模様が目立たなかったり、色が青

みから黒みがかったものに移行してきておりますので、概ね問題ないのではないかと判

断しております。相談があった中でも、実際に協議に来たもので具体的にパネルをイメ
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ージされたものが４件程ありました。そちらについても、問題のない範囲であると判断

出来ました。後は、届出の時に使用したいメーカーさんのカタログを付けて、協議に来

ていただいており、その段階で現在の行政指導の中で確認させていただき、適合するも

のが多いと判断しております。

水口会長

今の点も特に運用初動期は、気を使うと思いますが実績を積んでいくと、前例になり、

技術開発によっては、いろいろなものが出てくる可能性があると思うので、それに関し

ては、答申に入れた方がいいかと思っておりましたので、後でご提案させていただきま

す。

他にご意見ありますか。

諏訪部委員

疑問に思っていることを素直に質問させていただきます。

今、太陽光モジュールの規模などいる中で、景観の計画を見直し変更して、景観を重

視するのか、それとも再生可能エネルギーで電力を確保するために、いろいろな施策が

とあると思います。一つお聞きしたいのは、８７件の問い合わせの中で、企業が行うも

のや市町で屋根貸し事業として、公共施設でも屋根貸しを行いエネルギーを確保するな

どがあります。そこで景観を重視するのか、再生エネルギーを重視するのか市の考えを

お聞かせ下さい。

事務局（都市計画課長）

国の政策で震災以降、クリーンエネルギーということで再生エネルギーを国も積極的

に推進していこうということで、建築の規制も受けないような形でやり易い形での政策

になっております。ただし、富士宮市は富士山世界文化遺産登録を推進の中で富士山に

生かされているまちであるということも踏まえ、市長も一定のところでメガソーラー等

の規制をしていく必要があるとの考えから、抑止地域などを定めた訳でございます。抑

止地域以外では推進する方向であると認識しています。

屋根貸しの件ですが、西部地域ではメガソーラーを含めて積極的に公共施設の屋根貸

しを行っている事例があります。当市も公共施設や学校の屋上など、今後、相談があれ

ば所管課において、積極的に検討していくのではないかと考えております。

諏訪部委員

８７件の問い合わせの中には、まだ、公共施設の相談はないですか。

事務局（都市計画課長）

はい。

諏訪部委員
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例えば、先日火災にあった保育園なども、新しく建築するのに屋根貸しを行えば経費

が少し削減出来るのではないでしょうか。

事務局（都市計画課長）

今後、建築するような公共施設については、ソーラー発電設備を設けた公共施設を計

画しております。貸すということが前提にはならないかもしれませんが、自らが使う電

力を賄うという方向では進められると思います。

水口会長

建築物の上に乗せるモジュラーの場合は、モジュラーが１，０００㎡を超える場合を

対象としておりますが、貸すにしろ、自ら太陽光発電を運営するにしろ、関係ないです

よね。貸した場合でも同じように、抑止地域を除けば設置ができない訳ではなくて、特

にその中の１，０００㎡を超えるものに関しては、景観に配慮していただくといくこと

だと思います。

今、話しがありました景観重視か再生可能エネルギー発電重視かの視点も残ることは

残るので、今回の答申の中に反映して入れておこうかと思います。後でまとめてご提案

いたします。

他にご意見、ご質問ありますか。

竹内委員

今の件で、方向的に世界文化遺産地域に対し抑制的に行くことは、私もいいと思いま

すが、この地域がどう考えるかを参考として、日本の他地域の先行事例、

その地域がどういう規制の考え方で行っているのかを是非、調べていただきたい。当然、

調べていると思いますが、その他に世界で同じような状況がいくらでもあると思います

ので、世界の動向、それも現時点の話ではなくて、それを時系列的に規制の方向がどう

なっているのか、世界文化遺産の対象地域でいいと思いますが、調べていますか。

事務局（都市計画課長）

京都や金沢については、調べさせていただきました。かなり、厳しい規制がされてお

ります。世界の動向までは、把握していない状況です。

竹内委員

是非、そこは今の時代ですと調べられると思いますので、現時点の規制だけでなく、

直近の再生可能エネルギーが必要となるここ１０年、２０年に姿勢が変わってきている

のではないかと思うので、それは非常に今後のご当地のやり方に参考になると思います。

お願いで申し訳ありませんが、是非、調べていただき参考にしていただくことが大事だ

と思います。

水口会長



- 24 -

前にもお話ししました都市計画法の対象外にして、逃げてしまったものですから、都

市計画法で工作物として許可する方針を詰めれば、とっくにデータが出てきていると思

いますが。それは真っ先に国がやるべきことで、少しはやっていると思いますが。

はい、どうぞ。

事務局（都市整備部長）

補足の説明させていただきます。

先程の景観が大事か、再生エネルギーが大事か、どちらをやるのですかということに

ついて、市長は両方やりますと話しています。太陽光発電についても、市が出している

補助金は、県下で最初に始めています。自然エネルギーにしても、この４月から自然エ

ネルギーの対策担当部署を設置するということで、自然エネルギーや再生エネルギーに

ついて力を入れています。そうは言っても、世界文化遺産のまちになるということで景

観にもしっかり配慮していきます。両方やりますと話しています。最初は、メガソーラ

ーの話も万㎡のソーラーシステムの話もいくつかありました。メガのソーラーというの

は、簡単に作れる場所は、平らな所で山を切り盛りした所ではなく平らな所。例えば、

どこかというと朝霧高原とか畜産も楽な仕事ではありませんので、あれだけ平らな所で

あれば簡単にメガソーラーが出来てしまうということです。でも、それは困るよねとい

うことです。とりあえず、抑止地域ということで先制的に市としては、こういう考え方

ですよとＰＲさせていただいたということです。それにしても、抑止地域の中に４９件

のお話しがあるということで、これは、富士山のまちの富士宮市としては、景観にも配

慮しながら、自然エネルギーも富士宮の場合は、高低差日本一で水もたくさんあります

ので、小水力も含めて再生エネルギーをいろいろ研究していく必要があるのかなと思い

ます。

水口会長

水力発電もやって欲しいという感じもありますね。

他にどうぞ。よろしいでしょうか。

今の３、４名のご意見と前回の議事録も踏まえて答申について提案を行います。これ

も、こういう対応策が景観計画というものを使って、景観の視点に縛らざる得ないとい

うか、なかなかいい方策がないのですが。国が都市計画法の対象外にしてしまったとい

うこともあって。そういうことも踏まえ、この景観計画の変更は適切であると思います。

そもそも不適切というご意見はありませんでしたので。

その上で付する意見として、１点は、太陽光、風力発電設備の今後の立地動向やモジ

ュラーの規模もありますが１，０００㎡辺りのところで山を成すものがあるのかや、先

程も出たモジュラーの輝度。また、設備の技術開発の普及。それから、ちょっと先走り

かもしれませんが、関連送電設備の追加といった今後の動向。これに応じて、今回の景

観計画に基づく協議事項、景観形成基準というものを追加充実していくという必要性が

将来あるかもしれないです。これは、常識的に行政もご承知の通りだと思いますが、必

要に応じて追加充実の必要ついて動向を見て検討されたいというのが１点です。これは、
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モジュラーの規模もあれば景観形成基準の中身もあります。

２点目の意見は、指導要綱に基づき、大規模な太陽光発電設備等の設置を行うよう協

力を求める抑止地域は運用されております。これは景観計画改定後も引き続き行われま

す。先程の世界遺産のまち、富士山のまち、その内の景観についても、プライドを持つ

まちとして堅持すると共に、今後、水力発電や地産地消型電力活用事業というようなも

のが全国的にも「何かやろうよと」いう動きが出てきています。まだ、実現成功事例と

まではいっていませんが。そういう電力自前活用事業ですとか。それから発送電分離の

ことも絡んできて、既設電力設備の有効活用もあると思います。こういうような事業の

動向によっては、逆に誘導する地域も出てくるかもしれません。当面は、公共施設が率

先し屋上発電を支援するなど、地域指定というよりは、対象事業の個別判定で支援対象

というものがあると思います。今、話したことが複合的に絡めば、スポット的にもなく

はないと思います。まあ屋根貸事業を進める地域などはあまり考えられないと思います

が、総合的、複合的な相乗効果があれば逆もあるであろうと。いずれにせよ、今後の検

討課題の一つとして、新しい動きですのでプラスもマイナスも、まだ、これからという

ことで、当面、解っている範囲の中で最低限の対応を打つことが今回の変更の主旨です。

竹内委員の話の中で、私の知っている範囲でも国で若干遅ればせながら事例を行ってい

るようですし、他にも動きが見られます。他都市や世界の取り組み経験みたいのものも

情報を入れながら、基準等の追加充実を検討していく旨を１項目の中で触れたいと思い

ます。というようなことを２点加えて、原案については適正とする答申にしたらどうか

と思います。例によって事務局と相談して具体的な文面はご一任願いたいですが、よろ

しいでしょうか。

・・・・・「異議なし」の声・・・・・

ありがとうございます。

今日は、３件をまとめて答申ということで、懸案事項にそれなりの決着がつきました。

決着後の残された課題は、非常に大きいもので実現に向けた行政の役割はますます大変

だと思いますが、そういうことも応援したり、見守ったりしながら、引き続き都市計画

審議会の皆さんのご活動をお願いしたいと思います。

今日、予定していた審議事項は終わりましたので以後の進行を事務局にお返しいたし

ます。

【司 会】事務局（都市計画課計画係長）

水口会長、会議の進行ありがとうございました。

最後に、今後の都市計画審議会の予定についてお知らせいたします。

委員の皆様の任期につきましては、本年７月１９日までとなっておりますが、現在

のところ、任期中に都市計画審議会開催の予定はございません。

今期２年間、委員の皆様方には、多大なご協力を賜り誠にありがとうございました。

この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。また、次期の委員選出にあたりまして




